
保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間

1
0 0 0 0 0

2Ａ
ひとり親等
の世帯 0 0 0 0 0

2Ｂ
7,920 7,920 5,280 5,280 5,280

3‐１Ａ
ひとり親等
の世帯 7,200 7,080 5,880 5,780 5,880

3‐１Ｂ
15,400 15,170 12,760 12,570 12,760

3‐2Ａ
市町村民税

ひとり親等
の世帯 8,960 8,820 6,000 6,000 6,000

3‐2Ｂ
所得割額48,600円未満

18,920 18,640 16,280 16,040 16,280

4‐1Ａ
市町村民税

ひとり親等
の世帯 9,000 9,000 6,000 6,000 6,000

4‐1Ｂ
20,270 19,970 17,300 17,040 17,300

4‐2Ａ
市町村民税

ひとり親等
の世帯 9,000 9,000 6,000 6,000 6,000

4‐2Ｂ
23,660 23,310 21,010 20,690 21,010

4‐3Ａ
市町村民税所得割
額77,101円未満

ひとり親等
の世帯 9,000 9,000 6,000 6,000 6,000

4‐3Ｂ
25,930 25,540 22,530 22,190 22,530

4‐4
26,500 26,100 23,500 23,150 23,500

5‐1
34,000 33,490 27,000 26,600 27,000

5‐2
35,500 34,970 34,060 33,550 28,340

5‐3
38,000 37,430 34,060 33,550 28,340

6‐1
41,010 40,390 34,060 33,550 28,340

6‐2
42,180 41,550 34,060 33,550 28,340

6‐3
48,790 48,060 34,060 33,550 28,340

7
51,200 50,430 34,060 33,550 28,340

8
56,000 55,160 34,060 33,550 28,340

注１　　同一世帯内から2人以上の児童が同時に保育施設等を利用している場合の保育料は、最も年齢の高い児童が第1子で全額、次に年齢の高い児童が第2子で

　　　　半額（10円未満切り捨て）、第3子以降は無料となります。また、2階層から4階層のひとり親等の世帯に該当する第2子以降は無料となります。

注２　　階層区分認定の際の基礎となる課税額は、住宅借入金等特別税額控除・配当控除・外国税額控除・寄付金税額控除等の適用はありません。

注３　　保育料は児童の当該年度初日の前日時点の年齢により決定されますので、年度の途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中は保育料は変わりません。

　　　　　また、年度途中で入所した場合も当該年度初日の年齢により決定されます。

注４　　8月分までの保育料は前年度の市町村民税額、9月以降は当年度の市町村民税額により決定され年度途中で保育料が変わる場合があります。

市町村民税所得割額301,000円未満
27,910

市町村民税所得割額397,000円未満
27,910

市町村民税所得割額397,000円以上
27,910

市町村民税所得割額169,000円未満
27,910

市町村民税所得割額213,000円未満
27,910

市町村民税所得割額257,000円未満
27,910

市町村民税所得割額97,000円未満
23,150

市町村民税所得割額121,000円未満
26,600

市町村民税所得割額145,000円未満
27,910

6,000

所得割額73,000円未満

20,690

6,000

市町村民税所得割額85,000円未満
22,190

所得割額61,000円未満

17,040

生活保護世帯
0

0

市町村民税非課税世帯

5,280

5,780

市町村民税
均等割のみの世帯 12,570

6,000

16,040

6,000

桂川町保育料基準額表（２号・３号保育認定）

階層区分

3号認定 2号認定

3歳未満 3歳 4歳以上

保育短時間

平成29年4月1日改正（単位：円）


